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◎基本方針 

人は、だれもが住み慣れた地域で、自分らしく安心して幸せに暮らしていく

ことを望んでいます。しかし、社会情勢の変化に伴い、私たちを取り巻く環境

においては、人口減少、単身世帯の増加、地域社会における支え合い機能の脆

弱化など、さまざまな課題が生じています。また、経済格差により生じる生活

困窮状態の深刻化や、社会的孤立の拡大といった福祉課題に対しても、継続的

な対応が求められています。 

田原市社会福祉協議会では、地域に暮らす高齢者や障害者をはじめ全ての市

民が一人の人間として尊重され、お互いに理解しあい、共に支えあいながら、

住み慣れた地域で安心して暮らせる地域共生社会の実現に向けて、地域や関係

機関との協働による事業展開を図ります。 

また、本会が市民にとって本当に必要な機関、信頼される法人となるために、

事業の評価・見直しはもちろんのこと、組織基盤の強化や人材育成、経営の合

理化を図り、存在感のある市民に求められる社会福祉協議会の構築に努めます。 
 

        

基本理念   経営理念   部門別基本目標  

         

         

    

１ 住民参加と協働に

よる活動を展開しま

す。 

   

       

       

        

         

         

    

２  地域における利 

用者本位の福祉サー

ビスを推進します。 

    

       

       

       

         

         

    

３ 地域に根ざした総

合的な支援体制を整

備します。 

    

       

       

       

         

         

    
４ 多様化する福祉ニ

ーズに応じた先駆的

な活動に取り組みま

す。 

    

        

       

       

        

 

基本理念を実現するための経営理念及び基本目標の関係図 

市

民

と

共

に

未

来

に

広

げ

る

福

祉

の

輪 

(法人運営部門) 

信頼される社会福祉協議会

を目指して 

(地域福祉活動部門) 

安心して暮らせるまちづく

り 

(福祉サービス利用支援部門) 

身近な所で相談できる体

制の確保 

（在宅福祉サービス部門） 

自分らしく豊かな生活を

営めるまちづくり 
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◎令和８年度主要事業 

○法人運営                               

１ 法人運営事業                    （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

９２，９２５ ７８，５２５ △１４，４００ 

[目的] 

社会福祉法第１０９条に規定する市町村社会福祉協議会として、田原市社

会福祉協議会の事業全体の管理、組織管理を適正に行います。 

[主な事業内容] 

○理事会、評議員会等の開催 

○広報紙、ホームページ及びＳＮＳを活用した情報発信 

○法人運営全般に係る財務・人事管理、経理業務 

○職員研修（キャリアパス研修等）の計画的実施 

○福祉関係団体の活動支援  

○基盤強化計画の推進 

○福祉バスの運行 

○高齢者世話付住宅への生活援助員派遣 

○社会福祉基金及びボランティア基金の適正管理 

 

２ 共同募金配分金事業                 （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

２，４１３ ２，３２５ △８８ 

[目的] 

共同募金等の配分金を財源として、地域に暮らす人々が共に助け合い、安

心して生活を送れるよう、様々な地域課題を解決するための活動を支援し、

地域福祉の向上を図ります。 

[主な事業内容] 

自治会等への募金協力の依頼や、地域のイベントでの街頭募金の実施など、

赤い羽根共同募金の周知啓発に取り組んでいきます。 

○ボランティアやサロン運営グループの活動支援 

○福祉のつどい開催 

○敬老訪問事業 

○社会福祉活動協力校への活動助成 

○おもちゃ図書館の活動支援 

○母子寡婦福祉会の活動支援 

○貸出用車椅子の整備 

 

○地域福祉活動                              

３ ボランティアセンター運営事業（市補助・市受託事業）  （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

９，１１０ ９，８９５ ７８５ 
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[目的] 

地域の人たちが他者や地域に関心を持ち、できる時にできる事から、助け

合い、分かちあえるボランティア活動に取り組めるよう支援します。 

[主な事業内容] 

幅広い分野の各種ボランティア養成講座の開催、活躍の場を広げるための

情報提供、ボランティアを行う人と必要とする人とのマッチングを行い、相

互の交流や連携を図ります。 

○各種ボランティア講座 

・要約筆記入門講座 
・手話入門講座 

・点字入門講座 
・傾聴ボランティア養成講座 

・レクリエーション講座 
・スマホ教室 

○ボランティアのつどいの開催 
○ボランティアコーディネート業務 

・ボランティアを必要とする側とボランティア活動を行う側とを結びつ
けるための連絡調整 

○ボランティアネットワーク組織（ボランティア連絡協議会・あつみＮ
ＰＯネットワーク）の活動支援 

○防災ボランティアコーディネーターの養成支援 
○東三河ボランティア集会への参加・運営協力 

○ボランティアセンター運営委員会の開催 

 

４ 生活ささえあいネット事業（市受託事業）       （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

９，８５２ １３，６０２ ３，７５０ 

[目的] 

日常生活で支援が必要になっても安心して生活できる地域環境を整えるた

め、身近な地域での助け合いと関係機関との連携を図ります。 

[主な事業内容] 

公的なサービスでは対応できない日常生活で起こるちょっとした困りごと

を持つ人（支援依頼者）と、支援してくれる地域住民（サポーター）の、「お

たがいさまの気持ちで支え合う関係」をコーディネートします。お礼の気持

ちを形にした地域通貨『菜』の発行、協力店舗に関わる手続き等を行い、互

助を大切にした地域づくりを推進します。 

○支援依頼者、サポーター及び協力店舗の登録 

○支援依頼の受付、サポーターへの支援依頼（コーディネート） 

○サポーターの活動不安に対してのサポート 

○支援状況の確認、ニーズ把握 

○地域通貨の発行、換金及び管理 

○関係機関との連携（連絡、つなぎ等） 

○事業の周知啓発 

○地域課題の発見 

○地域資源の紹介 
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生活ささえあいネット制度概要図 

 

５ 地域福祉ネットワーク事業（市受託事業）       （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

１０，７８０ １６，００９ ５，２２９ 

[目的] 

地域住民が相互に協力して障害者や高齢者等に対して支援を行うためのネ

ットワークづくり、地域づくりを推進し、小地域での居場所を提供すること

で地域福祉の増進を図ります。 

 [主な事業内容] 

 

６ 生活支援体制整備事業（市受託事業）         （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

１２，５４１ １３，５９６ １，０５５ 

[目的] 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、認知症高齢者等の増加に伴い、生

活支援ニーズが多様化する中、地域住民が担い手となる社会資源・サービス

の充実を図ります。生活支援コーディネーター（第２層）を配置し、協議体

○福祉関係事業者やボランティア（団体・個人）、その他の社会資源との

連携並びに地域課題について情報交換 

○小地域での交流の場として、社協主催サロンの運営、自主グループサ

ロンの活動の支援 

○新規の自主サロン活動グループの育成 

○保育園児とサロン参加者等との交流会の支援 

○学校と地域のつながりづくりの支援 

○学童とサロン参加者等との交流会の支援 

○小・中・高校における福祉教育啓発活動や実践教室での講師派遣調整 

○小地域活動を支援するための講座、映画会の開催 

ニーズを把握できる人
高齢者支援センター

民生委員、ケアマネ等

サポーター
「支援ができる人」

支援依頼者
「支援してほしい人」

事務局（社協）
「コーディネートする所」

協力店舗
「地域通貨が使える店」

地域
通貨購入

地域通貨 地域通貨で買物

地域通貨

を寄付

地域通貨

を換金又は寄付

登録

登

録
登

録

利用希望
内容調査

支援 支

援

依

頼

把

握

支援依頼代行
 

協力店舗 

たまぽカード加盟店 

「地域通貨が使える店」 
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の開催及びネットワークの構築等により生活支援・介護予防サービスの基盤

整備を推進します。 

 [主な事業内容] 

 

○福祉サービス利用支援                         

７ 成年後見センター事業（市受託事業）         （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

１７，６５６ ２８，００５ １０，３４９ 

[目的] 

判断能力が不十分な障害者や高齢者の社会参加に必要な契約行為及び財産

の管理に対して、本人やその親族等養護者を支援することにより、本人の利

益や権利擁護に努めます。また、中核機関の運営を行い、権利擁護と成年後

見制度の周知啓発、利用促進を図ります。 

[主な事業内容] 

○中核機関の運営 

○判断能力が不十分な方の権利擁護に関する相談対応 

○成年後見制度の申立支援（市長申立が必要な対象者への支援を含む） 

○成年後見センター運営委員会の開催 

○法人後見人・法人後見監督人の受任 

○親族後見人等の相談対応 

○成年後見・権利擁護に関する啓発事業等の開催 

○日常生活自立支援事業利用に関する相談対応・支援 

○成年後見利用促進への取組みや市民後見人等養成の検討 

 

８ 日常生活自立支援事業（県社協受託事業）       （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

１，２８５ １，３１６ ３１ 

○地域のニーズと資源の状況の見える化、課題整理 

・地域の生活をささえあうための活動に関するニーズの把握、課題整理 

・地域資源に関する資料の更新又は集約活動 

・地域の困りごとを我が事と捉え、地域住民が主体的にできることは何か

を考えるきっかけづくり 

○協議体の開催による地域情報の交換及びネットワークの構築 

○関係機関（コミュニティ協議会、高齢者支援センター等）とのネットワ

ークの構築 

○生活支援の担い手（ボランティアやサロン運営者）の養成やサービスの

開発 

○ニーズと生活支援サービスのマッチング 

○必要時、個別ケア会議への出席 
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[目的] 

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が十分でない方のた

めに、福祉サービスを利用する際の援助などを行うことで、社会の中で自立

した生活が送れるよう支援します。 

[主な事業内容] 

○福祉サービスの利用援助（相談･助言･情報提供、連絡調整、代行、代理） 

○日常的金銭管理サービス 

○書類等の預かりサービス 

 

９ 資金貸付事業                    （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

１，０５０ １，０５０ ０ 

[目的] 

経済的、社会的基盤の不安定な低所得世帯等に対し、低利又は無利子で福

祉資金の貸付を行い、償還指導や生活援助活動を通して世帯の安定と自立を

図ります。 

 [主な事業内容] 

○生活福祉資金の貸付 

○くらし資金の貸付 

 

１０ 心配ごと相談事業（市受託事業）           （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

２，０３５ ３，４３６ １，４０１ 

[目的] 

市民の日常生活上の様々な心配ごとの相談に無料で応じ、弁護士・司法書

士・行政相談委員・民生児童委員・人権擁護委員等の相談員と連携し、適切

な助言、指導等を行うことにより、福祉の増進を図ります。 

[主な事業内容] 

○田原福祉センター  奇数月２回（原則第１･第３水曜日） 

偶数月３回（原則第１･第３水曜、第４木曜日） 

                午後１時～午後４時 

○赤羽根福祉センター 隔月１回 （偶数月第２水曜日） 

午後１時～午後４時 

○渥美福祉センター  毎月１回 （原則第１火曜日） 

午後１時３０分～午後４時 

※１件当たりの相談時間は３０分 

 

１１ 障害児相談支援事業                 （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

２０ ２０ ０ 
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[目的] 

児童福祉法等関係法令に基づく指定事業所として、障害のある児童やその

家族の地域生活を支援します。 

[主な事業内容] 

障害のある児童が障害福祉サービスを利用するため、障害児支援利用計画

書を作成し、サービス利用支援や訪問等によるモニタリングを行います。 

○田原市社協相談支援事業所 

営業日 月曜日から金曜日（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

・障害児支援利用計画書の作成、福祉サービスの利用援助 

・モニタリングの実施 

・障害児の居宅での生活について、必要な情報及び助言その他必要な援助 

 

１２ 一般相談支援事業                  （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

４０ ４０ ０ 

[目的] 

障害者総合支援法等関係法令に基づく指定事業所として、精神科病院に長

期入院している方や障害者支援施設にいる方を対象に、退院、退所後に地域

で安心して生活できるよう、地域移行支援や単身で生活に不安がある方に、

地域定着支援を行います。 

 [主な事業内容] 

○田原市社協相談支援事業所 

営業日 月曜日から金曜日（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

・地域移行支援（精神科病院に長期間入院している方や、障害者支援施

設に入所している方を対象に、退院や退所後に地域に移行して安心し

て生活できるよう住居確保、体験宿泊支援、障害福祉サービス利用調

整等の支援） 

・地域定着支援（病院や施設から退院・退所した方、地域生活が不安定

な方を対象に、常時の連絡体制を築き、緊急の事態等に対応する支援） 

 

１３ 特定相談支援事業（市受託事業）           （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

１８，３８１ ２４，０６８ ５，６８７ 

[目的] 

障害者総合支援法等関係法令に基づく指定事業所として、障害者等を対象

に、障害福祉サービス利用計画書を作成し、適切なサービス提供を行います。 

[主な事業内容] 

不安の解消や、余暇活動等、日常生活の様々な相談に応じる他、就労希望
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障害者に対して、障害者雇用が可能な企業等を開拓し、就労支援を推進して

いきます。令和８年度から就労支援専門員を１名増員します。 

 

１４ 高齢者支援（地域包括支援）センター事業（市受託事業）（単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

５１，２０７ ５２，３４０ １，１３３ 

[目的] 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこ

とにより、高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続で

きるよう、介護、保健、医療、福祉の増進を包括的に支援します。 

 [主な事業内容] 

○主センター 赤羽根福祉センター内 

 サブセンター 渥美福祉センター(ライフランド)内 

営業日 月曜日から金曜日（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く）携

帯電話への転送機能を活用し、夜間・休日を含めた相談受付体制を確保。 

○総合相談支援業務 

・総合的な相談支援 

・ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯への訪問による生活状況の確認と課

題の早期発見 

○権利擁護業務 

・高齢者虐待の防止、消費者被害の防止活動 

・成年後見制度、日常生活自立支援制度活用の促進 

○包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

・地域の介護支援専門員と関係機関の連携支援 

・困難事例の相談受付及び同行訪問等の支援 

・事例検討会・研修会の実施 

○田原市社協相談支援事業所 

営業日 月曜日から金曜日（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

・サービス等利用計画書の作成、福祉サービスの利用援助 

・モニタリングの実施 

・社会資源を活用するための支援 

・社会生活力を高めるための支援 

・権利擁護のために必要な援助 

・専門機関の紹介 

・就労に関する支援 

・市内の障害者等のニーズの把握に関する業務 

・地域自立支援協議会各会議の運営に関する業務 

・介護保険サービスとの併用世帯や権利擁護を必要とする障害者に関す 

る相談支援業務等 
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○介護予防に係るケアマネジメント業務 

・事業対象者、要支援認定者の自立した日常生活の支援 

・介護予防に取り組む必要がある高齢者の把握及び介護予防に関する教室への

参加促進 

○多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

・地域の保健・福祉・医療サービス・ボランティア等の連携支援 

・生活支援コーディネーター、地域コミュニティと連携した社会資源の把握 

○認知症に関する取組 

・認知症地域支援推進員の配置 

・認知症に関する正しい知識の周知・啓発活動 

・認知症高齢者やその家族を地域で支え、見守る体制の構築 

○地域ケア会議の推進 

・多職種協働による個別ケースの検討及び問題解決 

・個別ケースの課題分析等を通じた地域課題の発見と支えあいの地域づくり 

 

１５ 生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業）      （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

２４，７１７ ２７，０６６ ２，３４９ 

[目的] 

さまざまな困難により生活に不安を抱えている方（経済的な困窮に限らず、

就労、住まい、家計、健康、家族関係、社会的孤立などの課題を抱える方）

に対し、包括的な相談支援を行い、生活保護に至る前段階での自立支援を図

ります。 

[主な事業内容] 

生活困窮者の抱えている課題を適切に評価・分析し、寄り添いながらその

課題を踏まえた自立・就労・家計・住まいに関する支援を提供します。 

必要に応じて個別の「自立支援計画」を作成し、就労準備支援や家計相談

支援、住居確保給付金の手続き、食料提供等に関する支援を行います。 

○職員体制  

・主任相談支援員 1人（兼務） 

・相談支援員 １人（兼務） 

・就労支援員 1人（兼務） 

・家計相談支援員 1人（兼務） 

○利用対象者 

現在経済的に困窮している方や、さまざまな事情により生活の維持が

難しくなるおそれのある方 
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１６ 生活困窮者等就労準備支援事業（市受託事業）     （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

７，９９０ ８，７９９ ８０９ 

[目的] 

就労に向けた準備が整っていない生活困窮者及び生活保護受給者に、生活

習慣確立のための指導等を行い、日常・社会生活の自立を支援します。 

[主な事業内容] 

就労に向けた準備として、日常生活自立、社会生活自立支援段階から有期

で訓練を実施し、社会、就労への第一歩を支援します。 

○職員体制  

就労準備支援員 １人（兼務） 

○利用対象者 

生活リズムが崩れている等の理由により、就労にむけた準備が整って

いない生活困窮者及び生活保護受給者 

 

１７ 障害福祉サービス事業               （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

９，０００ ８，７７３ △２２７ 

[目的] 

障害者総合支援法等関係法令に基づく指定居宅介護事業所として、利用者

が居宅において自立した日常生活や社会生活を営むことを支援します。 

[主な事業内容] 

必要な居宅介護及び同行援護を適切に行います。 

○田原市社協ヘルパーステーション 

営業日 月曜日から日曜日（第３日曜日、１月１～３日を除く） 

 

１８ 就労移行支援事業（就労定着支援・就労選択支援事業を含む） 

（単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

１９，２１９ ２２，８２７ ３，６０８ 

[目的] 

障害者総合支援法等関係法令に基づく指定事業所として、一般企業への就

職を希望し、雇用が見込まれる障害者に対し、「安心して働き続けること」を

目標に支援します。 

また、令和７年１０月から新たに就労選択支援事業を開始したことに伴い、

障害者本人が就労先や働き方について、より良い選択ができるよう支援しま

す。 

[主な事業内容] 

本人の意向、適性に基づいた計画書を作り、施設内での就労訓練や職場実

習等を行うことにより、「早期の就労」を図るとともに就労後の定着支援を行

います。 
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就労選択支援事業は、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、

就労能力や適性等に合った選択を支援する事業です。原則 1 ケ月の利用とな

ります。 

○就労移行支援事業所（就労定着支援・就労選択支援事業を含む） 

営業日 月曜日から金曜日（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

・個別支援計画の作成 

・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施 

・生産活動の機会の提供 

・企業等への紹介、実習同行 

・就労への移行に向けた求職等の支援 

・就労後の職場定着のための支援 

・アセスメント結果により必要に応じた関係機関等との連絡調整の実施 

 

１９ 移動支援事業                    （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

５，７７１ ５，４３６ △３３５ 

[目的] 

田原市等の地域生活支援事業の指定事業所として、障害者児の余暇支援等

が適切に行えるよう外出援助を行います。 

[主な事業内容] 

  利用者が映画、コンサート等各種イベントに参加する際の外出支援を行い

ます。 

○田原市社協ヘルパーステーション 

営業日 月曜日から日曜日（第３日曜日、１月１～３日を除く） 

 

２０ 生活介護事業                    （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

３９，１３４ ３４，１８１ △４，９５３ 

[目的] 

障害者総合支援法の指定事業所として、障害者の日中における日常生活訓

練、創作、作業活動等の場を確保するとともに、適正な障害福祉サービスを

提供し、家族の就労や日常生活の介護負担を軽減します。 

[主な事業内容] 

居宅に近い環境の中で、地域及び家族との結びつきを大切にし、創作、作

業、余暇活動等を行い、生きがいや居場所づくりを行います。 

○田原市社協生活介護事業所なのはな（１８歳以上の障害者を対象） 

営業日 月曜日から金曜日、第１・３土曜日 

（８月１３日～８月１５日、１２月２９日～翌年１月３日及び

「海の日」「敬老の日」「スポーツの日」「成人の日」を除く） 
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２１ 日中一時支援事業                  （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

１４９ １４９ ０ 

[目的] 

田原市地域生活支援事業の指定事業所として、障害児・障害者の日中にお

ける活動の場を確保するとともに、家族の就労や日常生活の介護負担を軽減

します。 

[主な事業内容] 

田原市地域生活支援事業（給付事業）実施要綱に基づき、利用者の身体そ

の他の状況及びその置かれている環境に応じて、必要な訓練等を行います。 

○田原市社協日中一時支援事業所 

営業日 第１・３土曜日（８月１３日～８月１５日及び１２月２９日

～翌年１月３日までを除く） 

 

○在宅福祉サービス（介護保険事業等）                  

２２ 居宅介護支援事業                  （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

５８，１９５ ５４，１３７ △４，０５８ 

[目的] 

介護保険法の居宅介護支援事業の指定事業所として、要介護者等の心身の

特性を踏まえて、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことが

できるよう支援することを目的としています。 

[主な事業内容] 

  利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な

保健医療サービス及び福祉サービスのほか、ボランティア等による支援が多

様な事業者や地域住民等から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して支

援を行います。 

  令和７年度から介護予防支援事業の指定を受け、要支援者を対象とした介

護予防サービス・支援計画の作成業務も実施しています。 

○田原市社協あかばねケアプランセンター     

○田原市社協あつみケアプランセンター  

営業日 月曜日から金曜日 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

・各種介護相談対応、申請援助 

・要介護者及び要支援者等の在宅生活を支える居宅サービス計画書、介

護予防サービス･支援計画書（ケアプラン）の作成 

・施設入所等の相談対応 

・入退院時の医療機関との連携 

・他市町村からの要介護認定調査の受託 
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２３ 訪問介護事業                    （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

３８，７０５ ３０，１５８ △８，５４７ 

[目的] 

介護保険法の訪問介護及び介護予防訪問サービス事業の指定事業所として、

利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立

の可能性を最大限引き出す支援を行います。 

[主な事業内容] 

利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、

生活の質の向上に資するサービス提供を行います。 

また、市受託事業として「障害児童・生徒学校介助員派遣事業」「子育て世

帯訪問支援事業」を実施します。 

○田原市社協ヘルパーステーション 

営業日 月曜日から日曜日（第３日曜日、１月１～３日を除く） 

 

２４ 福祉車両運行サービス事業              （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

２，２５０ ２，５７１ ３２１ 

[目的] 

高齢や障害により自力で公共交通機関を利用することが困難な方を、医療

機関や公共施設などへ移送する手段として福祉車両を運行することにより、

在宅生活の支援に努めます。 

[主な事業内容] 

○会員登録制 

○営業日 月曜日から金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

○利用料金は、利用者の家から目的地までの距離により算定 

○発着のどちらかが、田原市内であることが条件 

 

２５ 配食サービス事業（市受託事業）           （単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

６，３２０ ６，４８２ １６２ 

[目的] 

ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯等に昼食を配達することによ

り、高齢者の食生活の改善を図るとともに安否確認を行い、異常がある場合

は関係機関への連絡等を行うことで、高齢者の地域における自立した日常生

活を支援します。 

[主な事業内容] 

○営業日 月曜日から金曜日 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

○利用者本人の負担は食事代実費 
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○施設・指定管理                            

２６ 田原福祉センター及び赤羽根福祉センター管理運営事業（単位：千円） 

令和７年度予算 令和８年度予算 増減 

５５，２３９ ７４，９３０ １９，６９１ 

[目的] 

田原福祉センター及び赤羽根福祉センターの指定管理者として、利用者層

を拡大し、高齢者、障害者等の福祉の向上、健康増進及び地域福祉の推進を

図ります。 

[主な事業内容] 

施設の適切な管理運営を行うとともに、地域福祉活動の拠点として、ボラ

ンティア活動の更なる推進と、当該施設を利用した高齢者、障害者の社会参

加の促進や健康の保持、また季節行事を取り入れた各種事業を実施します。 

施 設 名 田原福祉センター 赤羽根福祉センター 

所 在 地 赤石二丁目２番地 赤羽根町赤土１番地 

開館時間 午前８時３０分～午後９時 午前８時３０分～午後５時 

休 館 日 

国民の休日 

１２月２９日～翌年１月３日 

指定管理者が必要と認めた日 

土曜日及び日曜日、国民の休日 

１２月２９日～翌年１月３日 

指定管理者が必要と認めた日 

施 設 内 

事業所等 

田原市社会福祉協議会 

（成年後見センター、ボラン

ティアセンター、就労移行支

援事業所） 

田原市シルバー人材センター 

豊川保健所田原保健分室 

障害者総合相談センター 

田原市地域職業相談室 

田原市社会福祉協議会 

（高齢者支援センター、あかば

ねケアプランセンター、ヘルパ

ーステーション、生活介護事業

所、日中一時支援事業所） 

赤羽根デイサービスセンター

（福寿園） 

赤羽根診療所 

 


